
 

 

 

 

 

 

第 ６ 次 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 書 
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神奈川森林計画区の第６次国有林野施業実施計画の変更について 

 

【変更理由】 

次の理由から国有林野管理経営規程（平成11年農林水産省訓令第２号）第14条第２項の規定に基

づき変更するものである。 

   

１ 分収育林契約森林及びふれあいの森における間伐箇所を追加するため、「２ 施業群の名称及び区

域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更

新方法及び更新量」の「（４）伐採総量」における間伐面積および材積を変更する。 

 

２ 国有林野管理経営規程第12条第２項第４号に「特に効率的な施業を推進する森林の所在地及び面

積」が新たに規定されたことから、現行の国有林野施業実施計画書に「３ 特に効率的な施業を推進

する森林の所在地及び面積」を新設する。 

 

３ 国有林野管理経営規程第12条10号に「国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認め

られる民有林野の整備及び保全等に関する事項」が新たに規定されたことから、現行の国有林野施業

実施計画書に「８ 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整

備及び保全等に関する事項」を新設する。 

 

４ 上記２、３の項目を新設することにより、これまでの３～６の項目を４～７に、８の項目を９にそ

れぞれ変更する。 

 

なお、本変更計画は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

  



【変更項目】 

 

２ 施業群の名称及び区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量
並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量 

（４）伐採総量                              （単位：m3） 

区     分 
林          地 林地 

以外 
合 計 

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 伐 採 量 計 

山地災害防止タイプ 2,572 
14,957 

(150.65) 
17,529 

    

自 然 維 持 タ イ プ － － － 

森林空間利用タイプ － 
17,948 

(232.08) 
17,948 

水

源

涵

養

タ

イ

プ 

通 
常 
伐 
期 

ス ギ 分 散 伐 区 － 711 711 

ヒノキ分散伐区 － 3,483 3,483 

長 
伐 
期 

ス ギ 長 伐 期 － 275 275 

ヒ ノ キ 長 伐 期 － 5,650 5,650 

複 
層 
林 

ス ギ 複 層 林 － 4,061 4,061 

ヒ ノ キ 複 層 林 － 10,376 10,376 

天
然
林
・ 

そ
の
他 

択 伐 － 9,310 9,310 

そ の 他 － 238 238 

設 定 外 55,526 75 55,601 

計 55,526 
34,179 

(370.39) 
89,705 

合   計 58,098 
67,084 

(753.12) 
125,182 6,100 131,282 － 131,282 

年 平 均 11,620 
13,417 

(150.62) 
25,036 1,220 26,256 － 26,256 

（注）（ ）は、間伐面積(ha)である。 

  



 

３ 特に効率的な施業を推進する森林の所在地及び面積 

所  在  地 

（ 林 小 班 ） 

面  積 

（ ha ） 

102 り 

103 ろ5、は1、は4、か3、よ、れ 

104 り 

112 よ 

114 ほ、と 

115 わ 

117 お～や 

120 ぬ、た 

122 ぬ、る 

127 ほ、へ、ぬ、る 

128 ぬ1、よ～れ、う、く 

129 は 

136 と 

141 へ、ち 

259 ろ～は2、り 

260 ろ 

261 ろ1、ろ2 

263 ろ1、ろ3、ろ4 

266 は 

267 ろ 

268 い、に、ほ、ち 

75.54 

 

４ 林道の整備に関する事項 

５ 治山に関する事項 

６ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域 

７ レクリエーションの森の名称及び区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全等に

関する事項 

（１） 森林共同施業団地の名称及び区域 

名   称 
対 象 地 

（ 林小班 ） 

面 積 

（ha） 
協定の概要 

世 附 地 区 

森林共同施業団地 

 

民 

 

 

 735.41 

 

世附地区の森林・林業再生等に向け民有林と国有林

が連携・協力して取り組む。 

設 定 年 月：令和２年３月 

協 定 名：世附地区森林整備推進協定  

協 定 期 間：令和２年４月～令和10年３月 

協定相手方：山北町・株式会社王子木材緑化・県西

地域県政総合センター  

国 

 

124林班外 536.73 

 

合 計 

民  735.41 

１か所  

国  536.73 

 

（２）公益的機能維持増進協定の名称及び区域 

  該当なし。 

 

９ その他必要な事項 


